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5 安全管理対策 

5.1 関連法令 

ナローマルチビームを⽤いた測量に伴う、海上作業については、関係する法令等を遵守
する必要がある。 

(1) ⽔路業務法 
(2) 測量法 
(3) 港則法 
(4) 海上交通安全法 
(5) 海上衝突予防法 
(6) 港湾法 
(7) 漁港漁場整備法 
(8) 海洋汚染等および海上災害の防⽌に関する法律 
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5.2 作業手続き 

ナローマルチビームの実施にあたり、事前に⽔路測量許可、海上作業の許可・届出、他
の関係する法令に規定する許可や届出を提出する。また、地⽅条例や各団体等によって定
められた同意・承諾等を遵守してその履⾏に適切な対応を⾏う。 

さらに、作業の実施にあたっては、調査海域を管轄する関係機関や関係者への作業内
容、作業⽅法および作業⼯程の周知を⾏う必要がある。 

 
【解説】 

管轄海上保安部への海上作業の許可申請は、原則、作業を⾏う１か⽉前までに、受注者
が管轄の港⻑⼜は海上保安部署等へ⾏う。⽔路業務法６条に該当する場合の申請は、所轄
の管区海上保安本部⻑へ⾏い、２つ以上の海上保安本部管轄海域にまたがる測量の場合
は海上保安庁⻑官へ申請を⾏う。 

この許可申請に基づき、実施される測量作業区域、⽅法等の公⽰が⾏われるほか、⽔路
通報や航⾏警報が発出され、測量作業について安全周知が⾏われる。 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 
【⽔路測量の概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海上保安庁海洋情報部ＨＰ 
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/suirosoku.html 
------------------------------------------------------------------------------- 
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